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国
分
川
調
節

池
上
部
活
用

問　

国
分
川
調
節
池
の
整
備
に

つ
い
て
は
、
市
民
と
の
協
働
に

よ
る
検
討
を
重
ね
、
平
成
21
年

度
に
は
、「
国
分
川
調
節
池
上
部

活
用
基
本
計
画
」
を
策
定
し
て

い
る
。
し
か
し
、
整
備
が
進
ん

で
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

　

調
節
池
の
上
部
活
用
と
し
て

の
、
サ
ッ
カ
ー
場
や
野
球
場
な

ど
の
計
画
は
、
一
部
中
止
に
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ

え
思
え
る
。
そ
こ
で
、
今
後
の

整
備
計
画
の
内
容
、
サ
ッ
カ
ー

場
や
野
球
場
な
ど
を
市
民
が
使

用
で
き
る
時
期
に
つ
い
て
問
う
。

　

ま
た
、
同
調
節
池
周
辺
の
東

公

明

党

戸
村　

節
子　
　

中
村　

義
雄

西
村　
　

敦　
　

浅
野　

さ
ち

宮
本　
　

均　
　

大
場　
　

諭

堀
越　
　

優　
　

松
葉　

雅
浩

Ｄ
表
示
方
式
の
電
光
掲
示
板
に

更
新
す
る
。
今
後
も
、
利
用
者

か
ら
の
要
望
が
多
い
、
本
部

席
・
ダ
ッ
グ
ア
ウ
ト
の
機
能
性

や
更
衣
室
・
ト
イ
レ
等
の
利
便

性
の
改
善
の
他
、
観
覧
席
や
駐

車
場
等
に
つ
い
て
も
、
競
技
団

体
と
意
見
交
換
し
な
が
ら
、
環

境
整
備
に
努
め
て
い
き
た
い
。

　

ま
た
、
市
川
大
野
高
等
学
園

野
球
場
の
開
放
時
期
に
つ
い
て

は
、
24
年
５
月
の
連
休
よ
り
、

開
放
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

今
後
、
使
用
対
象
団
体
へ
の
説

明
・
意
見
交
換
会
を
実
施
後
、

定
期
的
に
使
用
団
体
調
整
会
議

を
行
い
、
使
用
者
を
決
定
し
て

い
く
予
定
で
あ
る
。
現
在
予
定

し
て
い
る
開
放
対
象
団
体
は
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
敷
地
面
積
や
学

校
施
設
の
使
用
を
考
慮
し
、
市

少
年
野
球
連
盟
や
そ
の
所
属

チ
ー
ム
、
市
内
で
活
動
し
て
い

る
障
害
者
対
象
の
チ
ー
ム
と
し
、

説
明
・
意
見
交
換
会
へ
の
参
加

案
内
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

国
分
中
学
校
南
側
道
路
の
桜
の

植
栽
に
つ
い
て
は
、
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
。

答　

国
分
川
調
節
池
上
部
活
用

の
整
備
に
つ
い
て
は
、
中
池
の

多
目
的
広
場
や
散
策
・
休
息
広

場
等
の
整
備
を
25
年
度
か
ら
27

年
度
の
３
カ
年
で
行
う
予
定
で

あ
る
。
下
池
の
自
然
ふ
れ
あ
い

ゾ
ー
ン
や
散
策
・
休
息
広
場
等

は
、
28
年
度
か
ら
29
年
度
の
２

カ
年
で
観
察
路
等
の
整
備
を
行

っ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

　

主
に
サ
ッ
カ
ー
利
用
の
多
目

的
広
場
等
の
整
備
は
、
25
年
度

に
行
い
、
市
民
の
利
用
は
26
年

度
か
ら
可
能
に
な
る
。
一
方
、

主
に
野
球
利
用
の
多
目
的
広
場

等
の
整
備
は
、
26
年
度
に
行
い
、

市
民
の
利
用
は
27
年
度
か
ら
可

能
に
な
る
計
画
で
あ
る
。

　

ま
た
、
桜
の
植
栽
に
つ
い
て

は
、
県
と
協
議
し
、
植
栽
可
能

な
エ
リ
ア
を
対
象
に
進
め
て
い

く
。ス

ポ
ー
ツ

施
設
整
備

問　

施
政
方
針
に
、
国
府
台
球

場
の
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
等
の
施
設

再
整
備
を
進
め
る
と
あ
る
が
、

具
体
的
に
ど
う
行
う
の
か
。

　

ま
た
、
平
成
24
年
４
月
に
開

校
さ
れ
る
県
立
特
別
支
援
学
校

市
川
大
野
高
等
学
園
の
野
球
場

は
、
市
が
管
理
し
、
市
の
裁
量

で
市
民
に
開
放
し
て
い
く
と
の

こ
と
だ
が
、
具
体
的
な
時
期
、

受
付
方
法
、
開
放
の
対
象
と
な

る
団
体
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
の
か
。

答　

24
年
度
は
、
国
府
台
球
場

の
老
朽
化
し
て
い
る
ス
コ
ア
ボ

ー
ド
を
、
本
部
席
か
ら
の
遠
隔

操
作
に
よ
り
表
示
可
能
な
Ｌ
Ｅ

建設中の国分川調節池（中池付近）

自

由

ク

ラ

ブ

井
上　

義
勝　
　

中
山　

幸
紀

加
藤　

武
央

元気に遊ぶ子どもたち

会
の
委
員
構
成
と
策
定
ま
で
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
問
う
。

　

ま
た
、
庁
舎
整
備
計
画
に
市

民
の
意
見
は
ど
の
よ
う
に
取
り

入
れ
ら
れ
る
の
か
。

答　

庁
舎
整
備
基
本
構
想
は
、

複
数
の
整
備
プ
ラ
ン
の
中
か
ら
、

建
設
場
所
の
決
定
と
共
に
、
規

模
、
基
本
理
念
、
求
め
ら
れ
る

機
能
や
事
業
手
法
な
ど
、
庁
舎

建
設
に
向
け
た
基
本
方
針
を
検

討
し
て
い
く
。
ま
た
、
庁
舎
整

備
基
本
構
想
策
定
委
員
会
の
委

員
構
成
は
、
議
会
推
薦
の
議
員
、

学
識
経
験
者
、
関
係
団
体
か
ら

の
推
薦
者
及
び
公
募
市
民
で
、

平
成
24
年
度
ま
で
に
基
本
構
想

案
の
答
申
を
頂
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

　

市
民
の
意
見
は
、
市
民
意
向

調
査
の
実
施
や
広
報
な
ど
を
活

用
し
、
今
後
も
広
く
市
民
意
見

を
聴
取
し
て
い
く
。

放
射
能
対
策

問　

市
民
が
安
心
し
て
住
め
る

街
と
な
る
よ
う
、
市
民
へ
の
放

射
能
に
関
す
る
正
し
い
知
識
の

普
及
と
啓
発
は
大
切
で
あ
る
。

　

平
成
24
年
度
は
、
家
庭
で
で

き
る
放
射
能
の
低
減
対
策
と
し

て
、
市
は
ど
の
よ
う
な
対
策
を

市
民
に
発
信
し
て
い
く
の
か
。

答　

市
は
、
国
の
原
子
力
対
策

本
部
の
示
し
た
、
市
町
村
に
よ

る
「
除
染
実
施
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

に
沿
っ
た
庭
木
の
剪
定
や
除
草

等
の
清
掃
の
他
、
雨
ど
い
下
の

土
の
天
地
替
え
な
ど
、
放
射
線

量
の
低
減
対
策
を
ま
と
め
、
広

報
紙
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
市

民
に
周
知
し
て
い
る
。

　

今
後
も
、
市
民
の
放
射
線
に

対
す
る
様
々
な
相
談
に
積
極
的

に
対
応
す
る
と
共
に
、
家
庭
で

で
き
る
低
減
対
策
を
発
信
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

認
証
保
育
園 

制

度

問　

施
政
方
針
に
、
保
育
サ
ー

ビ
ス
の
需
要
に
応
え
る
た
め
、

本
市
独
自
の
基
準
に
よ
る
認
証

保
育
園
制
度
の
創
設
を
検
討
す

る
と
あ
る
が
、
独
自
基
準
に
よ

る
制
度
と
は
ど
の
よ
う
な
仕
組

み
を
考
え
て
い
る
の
か
。

整
備
に
向
け
て
調
査
審
議
す
る

機
関
と
な
る
、
庁
舎
整
備
基
本

構
想
委
員
会
の
設
置
や
整
備
基

金
の
設
置
条
例
が
提
案
さ
れ
、

庁
舎
建
て
替
え
の
動
き
が
本
格

的
に
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　

そ
こ
で
、
庁
舎
整
備
基
本
構

想
策
定
委
員
会
に
お
い
て
策
定

す
る
基
本
構
想
の
内
容
、
委
員

答　

国
は
、
幼
保
一
体
化
を
含

む
子
育
て
支
援
の
新
た
な
仕
組

み
と
な
る
「
子
ど
も
・
子
育
て

新
シ
ス
テ
ム
」
の
構
築
に
向
け

て
、
現
在
、
準
備
を
進
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

本
市
の
認
証
保
育
園
制
度
は
、

待
機
児
童
解
消
に
資
す
る
施
策

の
一
つ
と
し
て
、
市
川
市
保
育

計
画
に
位
置
付
け
て
お
り
、
こ

れ
ま
で
、
様
々
な
観
点
か
ら
検

討
を
進
め
て
き
た
。

　

同
制
度
創
設
の
基
本
的
な
考

え
方
は
、「
国
の
新
シ
ス
テ
ム
の

こ
ど
も
園
の
基
準
を
満
た
す
、

認
可
保
育
園
と
比
べ
て
も
遜
色

な
い
保
育
環
境
を
備
え
た
施
設

と
す
る
」
、
ま
た
「
保
育
需
要
が

高
く
、
認
可
保
育
園
の
整
備
が

難
し
い
駅
周
辺
地
域
へ
の
重
点

整
備
」
な
ど
を
基
本
に
、
今
後

も
国
の
新
シ
ス
テ
ム
の
動
向
を

注
視
し
な
が
ら
、
検
討
を
進
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

予
防
接
種
事
業

問　

施
政
方
針
に
、
感
染
症
予

防
を
図
る
予
防
接
種
事
業
と
し

て
、
平
成
24
年
度
か
ら
お
た
ふ

く
か
ぜ
の
予
防
接
種
年
齢
を
２

歳
か
ら
１
歳
に
引
き
下
げ
、
拡

大
し
て
実
施
す
る
と
あ
る
。
ま

た
、
23
年
度
限
り
の
実
施
と
し

て
い
た
子
宮
頸
が
ん
予
防
ワ
ク

チ
ン
や
ヒ
ブ
ワ
ク
チ
ン
、
小
児

用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
接
種
も

引
き
続
き
全
額
公
費
負
担
と
あ

る
が
、
予
防
接
種
事
業
の
取
り

組
み
内
容
を
問
う
。

　

ま
た
、
当
初
予
算
案
の
予
防

接
種
事
業
費
が
４
億
円
減
額
と

な
っ
た
理
由
は
何
か
。

答　

お
た
ふ
く
か
ぜ
は
、
髄
膜

炎
な
ど
、
重
い
合
併
症
を
引
き

起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
。
更
に
、

近
年
の
核
家
族
化
で
、
子
供
を

低
年
齢
か
ら
保
育
園
等
に
預
け

る
家
庭
が
多
い
こ
と
か
ら
、
接

種
対
象
年
齢
の
引
き
下
げ
を
行

っ
た
。
次
に
、
子
宮
頸
が
ん
予

防
ワ
ク
チ
ン
等
３
ワ
ク
チ
ン
の

接
種
費
公
費
負
担
の
継
続
は
、

国
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
緊
急
促
進

臨
時
特
例
交
付
金
事
業
が
継
続

と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

ま
た
、
当
初
予
算
の
減
額
理

由
と
し
て
は
、
３
ワ
ク
チ
ン
の

予
防
接
種
事
業
の
開
始
が
23
年

度
で
あ
っ
た
た
め
、
初
年
度
は

接
種
の
全
対
象
者
費
用
を
計
上

し
た
が
、
24
年
度
は
、
初
年
度

の
未
接
種
者
と
新
た
な
対
象
者

の
接
種
費
用
の
み
と
し
た
た
め
、

減
額
と
な
っ
た
。

高
齢
者
施
策

問　

施
政
方
針
に
、
高
齢
者
の

た
め
の
施
策
と
し
て
、
平
成
24

年
度
に
ス
タ
ー
ト
す
る
「
第
５

期
市
川
市
高
齢
者
福
祉
計
画
・

介
護
保
険
事
業
計
画
」
に
基
づ

き
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を

図
る
と
あ
る
。
第
４
期
計
画
の

総
括
と
第
５
期
計
画
の
考
え
方

を
問
う
。
ま
た
、
増
加
が
見
込

ま
れ
る
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢

者
に
対
す
る
施
策
は
何
か
。

答　

第
４
期
計
画
で
は
、
健
康

づ
く
り
の
推
進
、
生
き
が
い
づ

く
り
の
充
実
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

等
の
推
進
、
地
域
ケ
ア
体
制
や

生
活
環
境
の
整
備
を
基
本
目
標

と
し
て
進
め
て
き
た
。
各
事
業

と
も
お
お
む
ね
順
調
に
展
開
し

て
き
た
と
評
価
し
て
い
る
が
、

今
後
も
検
討
す
べ
き
課
題
が
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
。

　

第
５
期
計
画
で
は
、「
地
域
包

括
ケ
ア
」
の
考
え
を
念
頭
に
置

き
、
認
知
症
対
策
を
重
点
と
し
、

生
き
が
い
づ
く
り
の
充
実
と
社

会
参
加
の
推
進
、
健
康
づ
く
り

と
介
護
予
防
の
推
進
、
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
と
生
活
支
援
サ
ー

ビ
ス
の
推
進
、
認
知
症
対
策
の

推
進
、
互
い
に
見
守
り
支
え
合

う
地
域
づ
く
り
の
推
進
、
生
活

環
境
の
整
備
の
６
つ
を
基
本
目

標
と
し
て
策
定
し
て
い
る
。

　

ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
施
策

は
、
友
愛
訪
問
、
配
食
サ
ー
ビ

ス
等
の
活
動
を
計
画
し
て
い
る
。

介
護
保
険
料

基

準

額

問　

介
護
保
険
条
例
の
一
部
改

正
案
が
上
程
さ
れ
た
が
、
第
５

期
の
保
険
料
基
準
額
を
年
額
４

万
６
０
８
０
円
か
ら
５
万
５
９

２
０
円
に
引
き
上
げ
る
理
由
と
、

保
険
料
所
得
段
階
を
現
在
の
13

段
階
か
ら
17
段
階
に
細
分
化
す

る
理
由
は
何
か
。

　

ま
た
、
介
護
保
険
料
減
免
申

請
に
つ
い
て
改
正
案
に
「
市
長

が
止
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
」
と
の
た
だ

し
書
き
が
あ
る
。
た
だ
し
書
き

を
加
え
た
理
由
を
問
う
。

答　

介
護
保
険
料
基
準
額
に
つ

い
て
は
、
本
市
の
高
齢
者
の
将

来
年
齢
人
口
の
推
計
か
ら
認
定

者
数
を
推
計
し
、
平
成
24
年
度

に
開
始
す
る
第
５
期
介
護
保
険

事
業
計
画
の
サ
ー
ビ
ス
見
込
み

量
を
勘
案
し
、
保
険
料
基
準
額

を
算
出
し
た
。
そ
の
結
果
、
保

険
料
基
準
額
は
29
・
２
％
の
上

昇
と
な
っ
た
が
、
介
護
保
険
事

業
財
政
調
整
基
金
等
を
取
り
崩

す
こ
と
で
、
現
行
の
額
か
ら
年

額
９
８
４
０
円
、
21
・
４
％
の

引
き
上
げ
と
な
っ
た
。
ま
た
、

こ
の
引
き
上
げ
で
、
こ
れ
ま
で

以
上
の
被
保
険
者
の
負
担
能
力

に
応
じ
た
き
め
細
か
い
保
険
料

額
の
設
定
が
必
要
と
考
え
、
保

険
料
段
階
の
細
分
化
を
図
っ
た
。

　

次
に
、
た
だ
し
書
き
の
理
由

は
、
災
害
や
疾
病
等
で
介
護
保

険
料
減
免
申
請
期
限
ま
で
の
申

請
が
困
難
な
ケ
ー
ス
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
市
長
が
認
め
た
場
合

に
は
、
期
限
後
の
減
免
申
請
も

有
効
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

庁
舎
整
備

基
本
構
想

問　

東
日
本
大
震
災
後
、
多
く

の
自
治
体
で
市
庁
舎
の
建
て
替

え
に
関
す
る
議
論
が
活
発
に
な

っ
て
い
る
。

　

本
議
会
に
お
い
て
も
、
庁
舎


